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新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～ 

（平成 21年 12月 30日閣議決定） 

 

（分科会・ＷＧ関連部分抜粋） 

２．６つの成長分野の基本方針と目標とする成果 
 

強みを生かす成長分野 

（１）グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略 
 （グリーン・イノベーションによる成長とそれを支える資源確保の推進） 

電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギー（太陽光、風 

力、小水力、バイオマス、地熱等）の普及拡大支援策や、低炭素投融資の促 

進、情報通信技術の活用等を通じて日本の経済社会を低炭素型に革新する。 

  （中略）蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化、情報通信システムの
低消費電力化など、革新的技術開発の前倒しを行う。さらに、モーダルシフ

トの推進、省エネ家電の普及等により、運輸・家庭部門での総合的な温室効

果ガス削減を実現する。 

電力供給側と電力ユーザー側を情報システムでつなぐ日本型スマートグリ

ッドにより効率的な電力需給を実現し、家庭における関連機器等の新たな需要

を喚起することで、成長産業として振興を図る。さらに、成長する海外の関連

市場の獲得を支援する。 

リサイクルの推進による国内資源の循環的な利用の徹底や、レアメタル、 

レアアース等の代替材料などの技術開発を推進するとともに、総合的な資源 

エネルギー確保戦略を推進する。 

 
（老朽化した建築物の建替え・改修の促進等による「緑の都市」化） 

老朽化し、温室効果ガスの排出や安全性の面で問題を抱えるオフィスビル等

の再開発・建替えや改修を促進するため、必要な規制緩和措置や支援策を講じ

る。 

 

（地方から経済社会構造を変革するモデル） 

公共交通の利用促進等による都市・地域構造の低炭素化、再生可能エネルギ

ーやそれを支えるスマートグリッドの構築、適正な資源リサイクルの徹底、情

報通信技術の活用、住宅等のゼロエミッション化など、エコ社会形成の取組を

支援する。そのため、規制改革、税制のグリーン化を含めた総合的な政策パッ

ケージを活用しながら、環境、健康、観光を柱とする集中投資事業を行い、自

立した地方からの持続可能な経済社会構造の変革を実現する第一歩を踏み出

す。 

 

 

 

参考資料 
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（２）ライフ・イノベーションによる健康大国戦略 
（医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業へ） 

高い成長と雇用創出が見込める医療・介護・健康関連産業を日本の成長牽引

産業として明確に位置付けるとともに、民間事業者等の新たなサービス主体の

参入も促進し、安全の確保や質の向上を図りながら、利用者本位の多様なサー

ビスが提供できる体制を構築する。誰もが必要なサービスにアクセスできる体

制を維持しながら、そのために必要な制度・ルールの変更等を進める。 

 

 

（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進） 

   安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発を

推進する。産官学が一体となった取組や、創薬ベンチャーの育成を推進し、新

薬、再生医療等の先端医療技術、情報通信技術を駆使した遠隔医療システム、

ものづくり技術を活用した高齢者用パーソナルモビリティ、医療・介護ロボッ

ト等の研究開発・実用化を促進する。その前提として、ドラッグラグ、デバイ

スラグの解消は喫緊の課題であり、治験環境の整備、承認審査の迅速化を進め

る。 

 

 （アジア等海外市場への展開促進） 

医療・介護・健康関連産業は、今後、高齢社会を迎えるアジア諸国等にお 

いても高い成長が見込まれる。医薬品等の海外販売やアジアの富裕層等を対 

象とした健診、治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進して 

いく。また、成長するアジア市場との連携（共同の臨床研究・治験拠点の構 

築等）も目指していく。 

 

 

（不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化） 

   既存の制度や供給体制は、近年の急速な高齢化や医療技術の進歩、それに伴

う多様で質の高いサービスへの需要の高まり等の環境変化に十分に対応でき

ていない。（中略）具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善に

よる勤務医や医療・介護従事者の確保とともに、医療・介護従事者間の役割分

担を見直す。 
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フロンティアの開拓による成長 

（３）アジア経済戦略 
～「架け橋国家」として成長する国・日本～ 

（日本の「安全・安心」等の制度のアジア展開） 

スマートグリッド、燃料電池、電気自動車など日本が技術的優位性を有して

いる分野においては、特に戦略的な国際標準化作業を早急に進める。 

 

（アジア市場一体化のための国内改革、日本と世界とのヒト・モノ・カネの 

流れ倍増） 

ヒト・モノ・カネの日本への流れを倍増させることを目標とし、例えば、そ

の流れの阻害要因となっている規制を大胆に見直すなど、日本としても重点的

な国内改革も積極的に進める。 

 

（４）観光立国・地域活性化戦略 
～農林水産分野の成長産業化～ 

（課題が山積する農林水産分野） 

農林水産分野については、食の安全・安心確保、食料自給率の低下、農林 

水産業者の高齢化・後継者難、低収益性等、将来に向けての課題は山積して 

いるものの、我が国の「食」の目指すべき姿や具体的方針が定まらず、消費 

者、生産者ともに不安に陥っているのが現状である。 

 

（「地域資源」の活用と技術開発による成長潜在力の発揮） 

いわゆる６次産業化（生産・加工・流通の一体化等）や農商工連携、縦割り

型規制の見直し等により、農林水産業の川下に広がる潜在需要を発掘し、新た

な産業を創出していく。 

 

（森林・林業の再生） 

戦後植林した人工林資源を持続可能な形で本格的に利用するため、国産材 

利用の環境面での効用に対する理解を深めていくとともに、路網の整備、森 

林管理の専門家（フォレスター）等の人材の育成、間伐材を始めとした国産 

材の利用の拡大、木質バイオマスとしての活用等を柱として、森林・林業の 

再生を図り、木材自給率を50％以上に向上させることを目指す。 

 

～ストック重視の住宅政策への転換～ 

（住宅投資の活性化） 

住宅投資の効果は、住宅関連産業が多岐にわたり、家具などの耐久消費財へ

の消費などその裾野が広いことから、内需主導の経済成長を実現するためには、

今後とも住宅投資の促進は重要な課題である。 

このため、1,400 兆円の個人金融資産の活用など住宅投資の拡大に向けた資

金循環の形成を図るとともに、住宅金融・住宅税制の拡充等による省エネ住宅

の普及など質の高い住宅の供給の拡大を図る。 
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（中古住宅の流通市場、リフォーム市場等の環境整備） 

また、「住宅を作っては壊す」社会から「良いものを作って、きちんと手入 

れして、長く大切に使う」という観点に立ち、1,000 兆円の住宅・土地等実物 

資産の有効利用を図る必要がある。このため、数世代にわたり利用できる長期

優良住宅の建設、適切な維持管理、流通に至るシステムを構築するとともに、

消費者が安心して適切なリフォームを行える市場環境の整備を図る。また、急

増する高齢者向けの生活支援サービス、医療・福祉サービスと一体となった住

宅の供給を拡大するとともに、リバースモーゲージの拡充・活用促進などによ

る高齢者の資産の有効利用を図る。さらに、地域材等を利用した住宅・建築物

の供給促進を図る。 

これらを通じて、2020 年までに、中古住宅流通市場やリフォーム市場の規

模を倍増させるとともに、良質な住宅ストックの形成を図る。 

 

（住宅・建築物の耐震改修の促進） 

現在、我が国の既存住宅ストック約4,700 万戸のうち、約25％に当たる1,150 

万戸 が耐震性不十分と言われている。2036 年までに70％の確率で首都直下

地震が起こると言われており、阪神・淡路大震災の被害を考えれば、尊い人命

が住宅等の全壊・半壊による危機にさらされているのが現状である。 

このため、住宅等の耐震化を徹底することにより、2020 年までに耐震性が不

十分な住宅の割合を５％に下げ、安全・安心な住宅ストックの形成を図る。 


